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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の消費電力量に対する太陽光発電装置容量と蓄電池容量との組み合わせの最適度を
評価する発電システム評価方法であって、
　評価対象の建物における前記太陽光発電装置容量および前記蓄電池容量の容量条件を入
力する容量条件入力ステップと、
　前記評価対象の建物において想定した消費電力量、売電電力量、発電電力量、充電量お
よび放電量を入力する電力条件入力ステップと、
　前記入力された各条件に基づいて、前記想定した消費電力量に占める想定した買電電力
量以外の電力量の割合である電力自給自足率と、前記想定した発電電力量に占める前記想
定した売電電力量の割合である売電率と、前記蓄電池容量に占める前記想定した放電量の
割合である稼働率と、を求め、さらに、前記電力自給自足率と、前記売電率と、前記稼働
率とに基づいて前記最適度の評価する評価値を求める評価値演算ステップと、
を備える発電システム評価方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発電システム評価方法において、
　前記評価値は、前記電力自給自足率および稼働率に比例し、前記売電率に反比例する値
として求める発電システム評価方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の発電システム評価方法において、
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　前記売電率を１から引いた値を太陽光自家消費率とし、
　前記評価値は、前記電力自給自足率×前記稼働率×前記太陽光自家消費率の演算により
求める発電システム評価方法。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の発電システム評価方法において、
　前記電力自給自足率は、自家消費電力量に前記想定した放電量を加算した値を、前記想
定した消費電力量で除算して求める発電システム評価方法。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の発電システム評価方法において、
　前記電力条件入力ステップは、
既存の複数の建物のそれぞれの、前記太陽光発電装置の出力能力、前記蓄電池の有無およ
びその容量を含む建物仕様のデータと、各建物の地域データと、各建物の住人構成データ
と、各建物の所定期間に測定した電力データと、を各建物に関連付けしてデータベースに
入力するデータ入力ステップと、
前記データベースに入力された前記データから、評価対象となる建物の所在地および住人
構成に応じた前記複数の建物の前記電力データを含む試算用のデータを抽出する抽出ステ
ップと、
前記抽出された試算用の前記電力データに基づいて、前記評価対象の建物の仕様に応じた
所定期間の消費電力量、発電電力量、売電電力量を求め、これら所定期間の消費電力量、
発電電力量、売電電力量と、前記容量条件とに基づいて前記想定した消費電力量、前記想
定した発電電力量、前記想定した売電電力量を求めるステップと、
を備える発電システム評価方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の発電システム評価方法において、
　前記データ入力ステップでは、前記電力データは、所定時間毎に測定した所定時間デー
タと、これを前記所定期間のデータとして蓄積した所定期間データとを前記データベース
に入力する発電システム評価方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の発電システム評価方法において、
　前記抽出ステップでは、前記試算対象となる建物と、所在する地域分類、住人構成に応
じて抽出した建物の中から、前記総消費電力量の中央値に基づいて選択した建物の各電力
データを抽出する発電システム評価方法。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の発電システム評価方法において、
　前記容量条件入力ステップでは、前記蓄電池容量として、電動車両の蓄電池容量が含ま
れる発電システム評価方法。
 
【請求項９】
　入力部と、演算部と、表示部を備え、建物の消費電力量に対する太陽光発電装置容量と
蓄電池容量との組み合わせの最適度を評価し表示する発電システム評価装置であって、
　前記演算部は、
前記入力部から入力された評価対象の建物における前記太陽光発電装置容量および前記蓄
電池容量の容量条件と、前記評価対象の建物において想定した消費電力量、売電電力量、
発電電力量、充電量および放電量と、に基づいて、前記想定した消費電力量に占める想定
した買電電力量以外の電力量の割合である電力自給自足率と、前記想定した発電電力量に
占める想定した売電電力量の割合である売電率と、前記蓄電池容量に占める前記想定した
放電量の割合である稼働率と、を求め、さらに、前記電力自給自足率と、前記売電率と、
前記稼働率とに基づいて前記最適度の評価する評価値を求め、
前記求めた評価値に基づいて、前記太陽光発電装置容量と前記蓄電池容量との組み合わせ
の最適度を表示する発電システム評価装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、発電システム評価方法および発電システム評価装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅のリフォーム時などに、蓄電池を含む発電システムを設置するのにあたって
、光熱費に影響する設備、資材を選択する予測システムや（例えば、特許文献１参照）、
設計支援方法（例えば、特許文献２参照）が提案されている。
  特許文献１に記載の従来技術は、選択された設備または資材を適用した場合のリフォー
ム後の光熱費を算出する消費分予測手段を備える。
  また、特許文献２に記載の従来技術は、太陽光発電のモジュール群を複数方向に配置さ
れた屋根面に亘って組み合わせる系統分け組み合わせ工程と、モジュール群の組合せが電
気的に成立可能かを判定し構成部材の算出と価格の算出を行う電気構成算出工程と、を備
える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５００５８３８号公報
【特許文献２】特開２００６－２７８６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術は、選択した設備を設置するのに必要な費用や、光熱費などを算出でき
るものの、住宅などの建物における想定される消費電力量に対し、蓄電池容量と太陽光発
電装置容量との最適な組み合わせを提案できるものではなかった。
  すなわち、建物において、消費電力は、発電した電力により賄うことが望ましく、よっ
て電力自給自足率は高い方が望ましい。このような電力自給自足率は、蓄電池容量や太陽
光発電装置容量を高くすれば達成することはできる。
  しかしながら、消費電力は、その建物の住人構成や、各種仕様により異なるため、単に
蓄電池容量や太陽光発電装置容量を高くするだけでは、建物の消費電力量に対して、過剰
スペックになるおそれがある。そして、このような過剰スペックの蓄電池や太陽光発電装
置を設置した場合、設備コストが高くなるとともに、電力を無駄に売電したり、蓄電した
りすることになり、非効率的である。
【０００５】
　そこで、本発明は、建物の想定される消費電力量に対し、蓄電池容量と太陽光発電装置
容量との最適な組み合わせを提案可能な発電システム評価方法および発電システム評価装
置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本開示の発電システム評価方法は、
建物の消費電力量に対する太陽光発電装置容量と蓄電池容量との組み合わせの最適度を評
価する発電システム評価方法であって、
評価対象の建物における前記太陽光発電装置容量および前記蓄電池容量の容量条件を入力
する容量条件入力ステップと、
前記評価対象の建物において想定した消費電力量、売電電力量、発電電力量、充電量およ
び放電量を入力する電力条件入力ステップと、
前記入力された各条件に基づいて、前記想定した消費電力量に占める想定した買電電力量
以外の電力量の割合である電力自給自足率と、前記想定した発電電力量に占める前記想定
した売電電力量の割合である売電率と、前記蓄電池容量に占める前記想定した放電量の割
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合である稼働率と、を求め、さらに、前記電力自給自足率と、前記売電率と、前記稼働率
とに基づいて前記最適度の評価する評価値を求める評価値演算ステップと、
を備える発電システム評価方法とした。
【０００７】
　また、前記目的を達成するために、本開示の発電システム評価装置は、
入力部と、演算部と、表示部を備え、建物の消費電力量に対する太陽光発電装置容量と蓄
電池容量との組み合わせの最適度を評価し表示する発電システム評価装置であって、
前記演算部は、
前記入力部から入力された評価対象の建物における前記太陽光発電装置容量および前記蓄
電池容量の容量条件と、前記評価対象の建物において想定した消費電力量、売電電力量、
発電電力量、充電量および放電量と、に基づいて、前記想定した消費電力量に占める想定
した買電電力量以外の電力量の割合である電力自給自足率と、前記想定した発電電力量に
占める想定した売電電力量の割合である売電率と、前記蓄電池容量に占める前記想定した
放電量の割合である稼働率と、を求め、さらに、前記電力自給自足率と、前記売電率と、
前記稼働率とに基づいて前記最適度の評価する評価値を求め、
前記求めた評価値に基づいて、前記太陽光発電装置容量と前記蓄電池容量との組み合わせ
の最適度を表示する発電システム評価装置とした。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示の発電システム評価方法および発電システム評価装置では、太陽光発電容量と蓄
電池容量との組み合わせとして、無駄に売電したり、蓄電したりすること無く、効率的に
電力消費が可能な組み合わせを提案可能な発電システムを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１の発電システム評価方法を実施する電力制御システムの全
体構成を模式的に示す全体システム図である。
【図２】前記電力制御システムにおける住宅側の構成を示すブロック図である。
【図３】前記電力制御システムにおける管理サーバ側の構成を示すブロック図である。
【図４】前記電力制御システムによる太陽光発電容量と蓄電池容量との最適バランスを示
す評価値を求める処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】前記電力制御システムにおいてモデルデータの元となる電力データを抽出する住
宅を特定する消費電力量の中央値の説明図である。
【図６】実施の形態１における蓄電池容量および太陽光パネル容量と電力自給自足率との
関係を示す電力自給自足率特性図である。
【図７】実施の形態１における蓄電池容量および太陽光パネル容量と売電率との関係を示
す売電率特性図である。
【図８】実施の形態１における蓄電池容量および太陽光パネル容量と蓄電池の稼働率との
関係を示す稼働率特性図である。
【図９】実施の形態１における蓄電池容量および太陽光パネル容量と評価値との関係を示
す評価値特性図である。
【図１０】太陽光パネル容量および蓄電池容量の組み合わせに対する評価値の試算例を示
す評価値特性図である。
【図１１】実施の形態１において蓄電池の非設置状態で試算した場合の太陽光発電量、消
費電力量の変化の一例を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
（実施の形態１）
  まず、図１を参照しながら実施の形態１の発電システム評価方法を実施する発電システ
ム評価装置としての電力制御システムの全体構成について説明する。
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【００１１】
　この電力制御システムは、制御される建物としての住宅Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，・・・，Ｈ
Ｘは、電力会社の発電所や地域毎に設置されたコジェネレーション設備などの系統電力網
としての商用電源Ｅ（図２参照）に接続されている。なお、以下の説明において、住宅Ｈ
１，・・・，ＨＸのうちの特定のものを指さない場合は、単に住宅Ｈと表記する。
  これらの複数の住宅は、全国に配置されている。また、各住宅は、その所在地に応じた
省エネルギ基準に基づいて予め設定された複数の地域区分に分けられており、地域区分に
応じた断熱性能が与えられている。例えば、平成２５年の省エネルギ基準による地域区分
によれば、全国が１～８の地域区分に分けられている。
【００１２】
　各住宅Ｈは、少なくとも太陽光発電装置としての太陽光パネル１と、電力を一時的に蓄
えておく蓄電池２とを備えている。さらに、これらの住宅Ｈは、それぞれインターネット
などの外部の通信ネットワークＮを介して管理サーバ５に接続され、管理サーバ５との間
で、計測値や演算処理結果などのデータの送受信や各種制御信号の送受信などが行われる
。本実施の形態１では、これらの住宅Ｈから管理サーバ５に送られる、消費電力量などの
実計測データを用いて、試算対象の住宅（邸）の電力自給自足率、売電率、蓄電池稼働率
の演算を行う。
【００１３】
　なお、管理サーバ５は、図示は省略するが、ＣＰＵとＲＡＭ、ＲＯＭなどのメモリを備
えた情報処理装置により構成され、ＣＰＵの制御による通信ネットワークＮを介した通信
を行う通信インタフェース５１（図３参照）などを備える。
【００１４】
　（住宅側の構成）
  次に、実施の形態１の電力制御システムを適用した住宅の電力系統および通信系統を模
式的に示すブロック図である図２に基づいて、住宅Ｈ側の構成について説明する。
  各住宅Ｈの電力供給系として、分電盤１０が設けられている。
  分電盤１０は、商用電源Ｅに接続され、かつ、住宅Ｈの太陽光パネル（太陽光発電装置
）１、蓄電池２、電力負荷群３に接続されている。
【００１５】
　太陽光パネル１は、太陽光を、太陽電池を利用することによって、電力に変換して発電
を行う装置である。この太陽光パネル１は、太陽光を受けることができる時間帯のみ電力
を供給することが可能である。また、太陽光パネル１によって発電された直流電力は、通
常、パワーコンディショナ（不図示）によって交流電力に変換されて使用される。なお、
これらの住宅Ｈに設置された太陽光パネル１は、複数の仕様があり、仕様の違いで発電容
量などが異なるもので、住宅Ｈごとの仕様の違いについては、管理サーバ５側の後述する
邸情報データベース５３ａに記憶されている。
【００１６】
　一方、蓄電池２も、太陽光パネル１と同様に、パワーコンディショナ（不図示）により
直流－交流の変換が成されて、蓄電（充電）および放電の制御がなされる。この蓄電、放
電の制御は、例えば、蓄電池２に、商用電源Ｅから供給される深夜電力などの電力価格が
安い電力や、太陽光パネル１にて発電された電力を蓄電し、商用電源Ｅの電力価格が高い
時間帯に放電を行うよう制御する。加えて、売電価格などを考慮して、発電電力の一部あ
るいは全てを、商用電源Ｅ側に放電して売電する制御も含まれる。なお、蓄電池２の蓄電
電力の容量や定格出力などの仕様も、管理サーバ５側の後述する邸情報データベース５３
ａに住宅Ｈに関連付けて記憶されている。
【００１７】
　また、蓄電池としてさらに電動車両ＭＶを含んでよい。この電動車両ＭＶに車載の蓄電
池（不図示）は、ＥＶパワーコンディショナ８を介して分電盤１０と接続可能となってい
る。この電動車両ＭＶに搭載された蓄電池（不図示）は、走行のための充電を行う場合は
負荷となる一方で、住宅Ｈの電力負荷群３のために放電させる蓄電池２として用いること
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ができる。なお、電動車両ＭＶとしては、モータのみを駆動源とするもののみならず、エ
ンジンも搭載したプラグインハイブリッド車を含む。
【００１８】
　電力負荷群３は、電力を消費して駆動する複数の電力負荷から成るもので、電力負荷と
しては、例えば、給湯装置３１、空調装置３２、照明スタンドやシーリングライトなどの
照明装置（不図示）、冷蔵庫やテレビなどの家電装置（不図示）、調理装置などが含まれ
る。そして、分電盤１０と、電力負荷群３の各電力負荷とは、複数の分岐回路２０ａ，２
０ｂ～２０ｎを介して接続されている。
【００１９】
　電力負荷群３などの消費電力は、計測装置４により計測される。
  すなわち、計測装置４は、商用電源Ｅから分電盤１０へ向けて供給される買電力量、住
宅Ｈから商用電源Ｅへ向けて供給される売電力量、太陽光パネル１で発電された発電電力
量、蓄電池２から放電される放電電力量、蓄電池２に充電される充電電力量を計測する。
さらに、各分岐回路２０ａ～２０ｎを介して電力負荷群３へ供給される消費電力量を計測
するようにしてもよい。なお、消費電力量は、前記計測を行わずに買電電力量+（発電電
力量－売電電力量）から求めることもできる。
【００２０】
　また、計測装置４による各電力量の計測は、１秒単位、１分単位、１時間単位などの任
意の時間毎に積算して行うことができる。そして、計測装置４によって計測された計測値
のデータは、管理サーバ５側の後述する消費電力履歴データベース５３ｂに入力され保存
される。
【００２１】
　なお、各住宅Ｈには、通信インタフェース１９が設けられている。この通信インタフェ
ース１９は、インターネットなどの外部の通信ネットワークＮを介して管理サーバ５に接
続されており、管理サーバ５との間で、計測装置４の計測値や管理サーバ５における演算
処理結果などのデータの送受信や制御信号の送受信を行う。
【００２２】
　また、住宅コントロールユニット１８は、分電盤１０から蓄電池２を含む電力負荷群３
への電力の供給をコントロールすることができるもので、この住宅コントロールユニット
１８は、管理サーバ５から送られる運転計画に基づいて、蓄電池２を含む電力負荷群３の
運転を行う。
【００２３】
　（管理サーバの構成）
  次に、図３に基づいて、管理サーバ５の構成について説明する。
  管理サーバ５は、通信インタフェース５１と、各種制御を行う制御部５２と、邸情報デ
ータベース（ＤＢ）５３ａと、消費電力履歴データベース（ＤＢ）５３ｂと、電力価格デ
ータベース（ＤＢ）５３ｃと、気象データベース（ＤＢ）５３ｄと、運転パターンデータ
ベース（ＤＢ）５３ｅとを備える。
【００２４】
　通信インタフェース５１は、通信ネットワークＮを介して各住宅Ｈから送信されてくる
計測値、処理要求などを、管理サーバ５の制御部５２に送る。また、通信インタフェース
５１は、各種データベース５３ａ～５３ｅに記憶されたデータ、制御部５２で行われた演
算処理結果、更新プログラムなどを各住宅Ｈに向けて送る機能を有している。なお、この
制御部５２で行われた演算処理結果として、家庭での電力の使用の効率化を図ってエネル
ギを節約するいわゆるＨＥＭＳ（Home Energy Management System）制御が含まれる。
【００２５】
　邸情報データベース５３ａには、各住宅Ｈに与えられた邸コード（識別番号）、および
その邸コードに関連付けられた住所、建築年、断熱性能、間取りおよび床面積、電気配線
、使用部材、太陽光パネル１の仕様（発電容量）、蓄電池２の仕様（蓄電容量、定格出力
）などの各種設備の仕様に関する情報が記憶されている。さらに、邸情報データベース５
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３ａには、住宅Ｈごとに、実際の単位時間毎の発電量が、気象データ（日射量）に関連付
けて記憶されている。例えば、住宅Ｈ毎に太陽光パネル１の設置条件が異なることから、
同じ地域区分で同じ日射量であっても、発電量に違いが生じるため、住宅Ｈごとにそのデ
ータを記憶する。
【００２６】
　消費電力履歴データベース５３ｂには、各住宅Ｈで計測あるいは演算された消費電力量
を含む電力データが、通信インタフェース５１を介して受信されて記憶される。この消費
電力量の履歴は、単位時間毎に記憶されるとともに、曜日など暦に関連付けして記憶され
る。なお、消費電力履歴データベース５３ｂでは、気温などの気象条件に影響を受け易い
空調装置３２などの空調負荷および給湯装置３１などの給湯負荷の消費電力量と、気温な
どの気象条件に影響を受け難いその他の負荷の消費電力量とを負荷別にカテゴリー分けし
て記憶してもよい。
　さらに、消費電力履歴データベース５３ｂには、住宅Ｈごとに、実際の単位時間毎の発
電電力量が、気象データ（日射量）に関連付けて記憶されている。例えば、住宅Ｈ毎に太
陽光パネル１の設置条件が異なることから、同じ地域区分で同じ日射量であっても、発電
量に違いが生じるため、住宅Ｈごとにそのデータを記憶する。加えて、消費電力履歴デー
タベースには、単位時間毎の買電電力量も記憶されている。
【００２７】
　電力価格データベース５３ｃには、各時間帯毎の電力価格（住人側から見て買電価格）
や、太陽光パネル１で発電した電力を電力会社などが買い取る価格（住人側から見て売電
価格）が記憶されている。
【００２８】
　気象データベース５３ｄには、気象庁や気象予報会社などの図示省略のサーバから通信
ネットワークＮを介して受信した各住宅Ｈが立地する全国各地の気温や日射量などの翌日
の気象予報データが記憶されている。さらに、気象データベース５３ｄには、時々刻々の
実際の気象データ、気温、湿度、日照量などの気象データを記憶し、これを過去のデータ
として用いるようにしてもよい。
  運転パターンデータベース５３ｅには、各住宅Ｈに設置された電力負荷群３および蓄電
池２の様々な運転パターンが、気象データに対応付けて記憶されている。
【００２９】
　制御部５２は、運転計画部５２ａ、運転監視部５２ｂを備える。
  運転計画部５２ａは、翌日の気象予報および過去の消費電力量データに基づいて、翌日
の時間毎の必要な消費電力量、発電量、運転パターンを予測し、蓄電池２の蓄電運転時刻
、放電運転時刻、給湯装置３１による蓄湯運転時刻などの設定を行う。
【００３０】
　運転監視部５２ｂは、住宅Ｈから送られてくるデータに基づいて、住宅Ｈにおける電力
を利用する運転状態を監視し、蓄電池２の異常を含む異常発生時には、その異常を報せる
などの異常に応じた処理を実行する。なお、この異常を報せる処理としては、表示装置１
８ａにより表示する処理や、あるいは住宅Ｈの管理会社に、通信ネットワークＮを介して
電話やメールなどにより報せる処理などを行う。
【００３１】
　（発電システム評価方法）
  本実施の形態１の発電システム評価方法は、上記の管理サーバ５と、この管理サーバ５
と通信ネットワークＮを介して接続可能なパーソナルコンピュータ（以下、パソコンとい
う）ＰＣとにより実行される。
【００３２】
　このパソコンＰＣは、周知のように、通信ネットワークからの入力やキーボード操作に
よる入力を行う入力部（不図示）、各種演算処理を行う演算部（不図示）、表示部として
の表示画面ＳＣを備える。
  そして、このパソコンＰＣでは、評価対象の住宅（以下、この試算対象の住宅を既存の
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住宅Ｈと区別して邸と称する）に関する設定条件データおよび管理サーバ５に記憶された
住宅Ｈのデータに基づいて、電力自給自足率、売電率、蓄電池稼働率を演算し、さらに、
これらに基づいて、太陽光パネル容量と蓄電池容量との最適バランスを示す評価値を求め
る演算を行う。
【００３３】
　この最適バランスの評価値とは、電力自給自足ができ、無駄な発電を行うことが無く、
蓄電池２を無駄なく活用できることの度合を、示す値である。
  そして、この評価値は、例えば、邸の新築時、あるいは、既存の邸において、太陽光パ
ネル１の新設あるいは増設の際や、蓄電池２の新設あるいは増設の際に、太陽光パネル容
量と蓄電池容量の最適の組み合せを設定する際に用いることができる。
【００３４】
　ここで、本実施の形態１では、試算対象がいわゆるオール電化住宅の場合を例に挙げる
。なお、オール電化住宅とは、調理・空調・照明・給湯などを全て電気で賄っている住宅
である。
【００３５】
　（試算処理）
  以下に、パソコンＰＣにおいて実行する評価値の演算の処理の流れを図４のフローチャ
ートに基づいて説明する。
【００３６】
　この電力自給自足率は、パソコンＰＣにより、試算ソフトを立ち上げることで開始され
る。
  最初のステップＳ１０１では、邸条件の読み込みを行う。この邸条件は、パソコンＰＣ
の表示画面ＳＣに表示された、邸条件入力画面（不図示）を用いて予め手作業により入力
されたもので、この入力された邸条件の読み込みを行う。
【００３７】
　なお、ここで、邸条件は、試算対象の邸と消費電力量が共通しそうな住宅Ｈを選択した
上で、試算する蓄電池容量、太陽光パネル容量に応じた消費電力量、発電電力量、売電電
力量、充電量および放電量のモデルデータ（邸において想定される各値）を作成するため
の設定条件である。
  具体的には、邸条件としては、邸が建てられている地域区分、住人構成（世帯数あるい
は家族構成など）、住宅のタイプ（鉄骨系、木質系など）、延べ床面積が含まれる。さら
に、邸条件としては、リフォームにより設置を検討する蓄電池容量（蓄電池の機種などで
もよい）、電動車両ＭＶの有無、および既設あるいは増設を含む太陽光パネル容量の容量
条件が含まれる。
【００３８】
　すなわち、試算対象の邸と地域が共通する住宅Ｈは、断熱性能や、冷房や暖房などの空
調その他の消費電力量が類似する傾向にある。同様に、住人構成が共通、あるいは類似す
る住宅Ｈでは、空調、給湯、照明などの消費電力量が類似する傾向にある。
【００３９】
　よって、邸条件として、上記のように地域区分、住人構成を入力することにより、管理
サーバ５にデータが入力されている住宅Ｈの中から、試算対象の邸と、消費電力量が類似
する住宅Ｈを、検索することができる。また、邸条件として、評価値の試算を行う蓄電池
容量および太陽光パネル容量を入力することにより、同様の組み合わせの住宅における、
実際の発電量、売電量、買電量、充電量および放電量を用いて、これらの値の想定値を作
成することができる。
【００４０】
　そこで、次のステップＳ１０２では、管理サーバ５にデータが入力されている住宅Ｈの
中から、ステップＳ１０１で読み込んだ邸条件に一致する住宅の検索を行うとともに、表
示画面ＳＣに検索結果の表示を行う。
【００４１】
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　すなわち、表示画面ＳＣに、邸条件に一致する複数の住宅Ｈの一覧表示を行う。
なお、本実施の形態１では、蓄電池２が設置されていない住宅におけるリフォームの場合
を例示しているため、試算対象の邸と条件が一致する住宅Ｈとして、蓄電池２が設置され
ていない住宅Ｈを検索するようにしてもよい。この場合、後述の充放電量のモデルデータ
としては、発電量および消費電力量のモデルデータから演算したものを用いてもよい。
【００４２】
　ステップＳ１０２に続く点線枠のステップＳ１０３は、検索した住宅Ｈの表示の後に操
作者による手作業による入力操作で行われるもので、表示された住宅Ｈの中から試算に利
用したい住宅Ｈを選択する。
【００４３】
　この場合、選択する住宅Ｈは、検索された複数の住宅Ｈの中から、総消費電力量および
その他の条件が満足する実計測データを備えた住宅Ｈを１つ選択する。この選択は、自動
的に行ってもよいが、本実施の形態１では、上記のように手作業により行う。
【００４４】
　すなわち、試算に利用した住宅Ｈとして、基本的には、複数の住宅Ｈの中から、総消費
電力量ならびに自家消費電力量が、中央値のもの（図５Ｄａ１参照）を選択する。したが
って、この中央値のものを自動的に選択してもよいが、本実施の形態１のように手動によ
り選択する理由は、下記のとおりである。
  住宅Ｈのデータは、その全て（消費電量の他に、発電電力量、買電電力量、充放電量な
ど）が、所定の期間（例えば、１年）の全期間に亘って正常に計測されているとは限らな
い可能性がある。そこで、操作者が、データを目視により所定期間に亘って正常に計測さ
れているかどうかを確認し、仮に、総消費電力量ならびに自家消費電力量が中央値のもの
データＤａ１に問題があれば、その近傍のもの（例えば、図５のデータＤａ２）について
、上記と同様に、所定期間（例えば、１年）に亘って正常に計測されているかどうかを確
認し、正常であれば、この住宅Ｈを選択する。
【００４５】
　なお、選択した住宅Ｈについて、前述したように、消費電力量、発電電力量、買電電力
量、充放電量を含む電力データが管理サーバ５に入力されている。また、これらの消費電
力量、発電電力量、買電電力量、充放電量を含む電力データは、１年間に亘る所定時間毎
のデータであって、本実施の形態１では、１時間あるいは３０分毎のデータを所定期間（
例えば、１年間）蓄積したデータである。なお、買電電力量は、消費電力量から発電電力
量を差し引いた値として求めることができ、一方、売電電力量は、発電電力量から消費電
力量を差し引いた値として求めることができる。したがって、消費電力量、発電電力量、
買電電力量については、必ずしも、その全てをダウンロードする必要はない。
  同様に、消費電力量としても、住宅Ｈから消費電力量をそのまま読み込む他に、発電電
力量、買電電力量、売電電力量から消費電力量を演算することもできる。すなわち、買電
電力量＋（発電電力量－売電電力量）＝総消費電力量として求めることもできる。
【００４６】
　ステップＳ１０３に続くステップＳ１０４では、ステップＳ１０３において選択された
住宅Ｈの消費電力量、発電電力量、買電電力量、充電量および放電量などの実計測データ
および各種仕様のデータから、評価値を求めるのに使用する消費電力量［ｋＷｈ］、発電
電力量［ｋＷｈ］、買電電力量［ｋＷｈ］、放電量［ｋＷｈ］（もしくは、太陽光パネル
１からの充電量＝ＰＶ充電量［ｋＷｈ］）のモデルデータを作成し入力する。なお、これ
らのモデルデータは、住宅の地域、住宅のタイプ、床面積、住人構成などに基づいて、予
め入力しておいてもよい。
【００４７】
　ここで、まず、選択された住宅Ｈの消費電力量、発電電力量、買電電力量、放電量の実
計測データについて説明すると、本実施の形態１では、太陽光パネル１や蓄電池２の経時
的な劣化を考慮して、ステップＳ１０３において検索する対象の住宅Ｈは、築年数が浅く
（例えば、２年以内であって、１年以上）劣化が殆ど生じていない住宅Ｈに限って検索し
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ている。したがって、選択された住宅Ｈの各実計測データも、築年数が浅く（例えば、２
年以内）、太陽光パネル１や蓄電池２に劣化が殆ど生じていないデータである。なお、検
索する住宅Ｈとして、築年数の浅い住宅に限らずに検索し、住宅Ｈの築年数に応じて、総
発電電力量などの実計測データを、新築当時のデータ相当に補正するようにしてもよい。
【００４８】
　次に、モデルデータについて説明する。
  評価値は、本実施の形態１の場合、リフォームにより蓄電池２を新たに設置したり、太
陽光パネル１を、増設あるいは新設したりする際に、蓄電池２および太陽光パネル１を、
どの程度の容量の組み合わせに設定するのがよいかを判断するのに用いる。
【００４９】
　そこで、モデルデータとしては、ステップＳ１０１の邸条件として入力された蓄電池容
量、太陽光パネル容量に応じて、消費電力量、発電電力量、買電電力量、放電量（あるい
はｐｖ充電量）のモデルデータを形成する。
【００５０】
　ここで、選択した住宅Ｈの蓄電池容量および太陽光パネル容量は、予め分かっている。
また、この選択した住宅Ｈにおける蓄電池容量および太陽光パネル容量と、消費電力量、
発電電力量、買電電力量、放電量（ｐｖ充電量）との関係に対して、ステップＳ１０１で
入力された蓄電池容量および太陽光パネル容量に置き換えた場合の発電電力量、買電電力
量、放電量（ｐｖ充電量）のモデルデータに換算する演算式が、予めパソコンＰＣに入力
されている。また、消費電力についても、試算対象の邸と、選択された住宅Ｈとの仕様の
相違や、住人構成（人数や世帯数）とに相違がある場合、選択された住宅Ｈの消費電力量
を、試算対象の邸の消費電力量に換算する演算式が、予めパソコンＰＣに入力されている
。
【００５１】
　したがって、ステップＳ１０４では、選択した住宅Ｈの消費電力量、発電電力量、買電
電力量、放電量から、ステップＳ１０１で入力された蓄電池容量、太陽光パネル容量、住
人構成に応じた消費電力量、発電電力量、買電電力量、放電量をモデルデータとして演算
する。
【００５２】
　続くステップＳ１０５では、ステップＳ１０４で演算したモデルデータを用いて、最適
バランスの評価を表す評価値の演算に用いる、電力自給自足率、売電率、蓄電池稼働率を
演算する。
  まず、電力自給自足率は、１年間の総消費電力量のうち、買電しなかった電力量の割合
であり、下記の式（１）により求めることができる。
電力自給自足率（％）＝［１－（買電電力量［ｋＷｈ］／消費電力量［ｋＷｈ］）］×１
００・・・（１）
すなわち、１年間を通して、買電電力量が０となると自給自足率が１００％となる。
【００５３】
　また、電力自給自足率は、下記の式（２）より求めることもできる。
電力自給自足率（％）＝［（自家消費電力量［ｋＷｈ］+放電量（＝ＰＶ充電量）［ｋＷ
ｈ］）／消費電力量［ｋＷｈ］］×１００・・・（２）
【００５４】
　ここで、電力自給自足率と、太陽光パネル容量および蓄電池容量との関係の一例を図６
に示す。
  この図に示すように、太陽光パネル容量と、蓄電池容量とは、それぞれ、大きい方が、
電力自給自足率が向上するのが分かる。
【００５５】
　次に、売電率は、全発電電力量に対する、住宅内で使用しなかった余剰電力量の割合を
表し、下記の式（３）により求める。
売電率（％）＝（売電量［ｋＷｈ］／発電量［ｋＷｈ］）×１００　・・・（３）
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  図７に売電率と太陽光パネル容量および蓄電池容量との関係を示す。この図７に示すよ
うに、売電率は、太陽光パネル容量が大きくなるほど増加するが、蓄電池容量が大きいほ
ど住宅内での使用が増えて低下する傾向にある。
【００５６】
　ところで、近年、出力抑制問題が生じている。すなわち、商用電源Ｅなどの系統電力全
体におけるエネルギ（電力）生産量が消費量を上回ることが生じないように、このような
状況では、売電ができないように出力を抑制するようになっている。また、売電単価も将
来的に低下する予定である。このような環境配慮および経済性の観点からは、売電率はで
きるだけ低く抑えることが好ましい。
  すなわち、太陽光売電率が低いということは，それだけ発電した電力を住宅内で有効利
用できていることを示す。この売電率が高いということは太陽光パネル容量が住宅におけ
る必要容量よりも大きいことを示す。環境的観点で考えると、太陽光パネル１は、製造お
よび廃棄時にエネルギを要するため、住宅内での必要容量程度に収めることが望ましい。
【００５７】
　次に、蓄電池稼働率は、蓄電池容量に対して。住宅Ｈ内で使用した電力の割合であり、
下記式（４）により求める。
蓄電池稼働率（％）
＝（放電量（＝ＰＶ充電量）［ｋＷｈ］／蓄電池容量［ｋＷｈ］）×１００　・・・（４
）
【００５８】
　図８に蓄電池稼働率と、蓄電池容量と太陽光パネル容量との関係を示す。この図に示す
ように、蓄電池容量が大きいほど、蓄電池稼働率が低下する。また、太陽光パネル容量が
大きいほど、蓄電池稼働率が低下する。
【００５９】
　ここで、蓄電池稼働率の高低について、説明すると、蓄電池稼働率が高いということは
、蓄電池２の遊び時間が少ないということを示す。環境的観点で考えると、蓄電池２も太
陽光パネル１と同様に製造および廃棄時にエネルギを要するため、住宅内での必要容量内
に収めることが望ましい。
  すなわち、蓄電池稼働率は、遊び時間が少なく、１００％に近いことが望ましい。
【００６０】
　ステップＳ１０５において電力自給自足率、売電率、蓄電池稼働率を求めた後に進むス
テップＳ１０６では、評価値を演算する。
  この評価値は、電力自給自足率、太陽光パネル１の容量、蓄電池２の容量の最適バラン
スを示す値である。
具体的には、評価値は、下記の式（５）により求める。
評価値[％]＝電力自給自足率[％]×太陽光自家消費率[％])×蓄電池稼働率[％]　・・・
（５）
  なお、太陽光自家消費率＝１－売電率である。
  したがって、評価値は、電力自給自足率が高く、太陽光自家消費率が高く（売電率が低
く）、蓄電池稼働率が高い組み合わせを高評価とする。
【００６１】
  上述したように、太陽光パネル１の容量および蓄電池２の容量は、やみくもに大きくす
ればよいものではなく、自給自足を高い割合で達成しつつ、太陽光パネル１において、無
駄な発電を行わず、蓄電池２を無駄なく活用することが望ましい。上記の評価値は、この
ように、高自給自足率、効率的な発電、蓄電池２の少ない無駄時間の無い稼働率との最適
バランスを示す。
【００６２】
　そして、評価値の演算後に進むステップＳ１０７では、演算した評価値に基づく、評価
値特性を表示画面ＳＣにおいて表示する。この評価値特性は、図９に示すように、蓄電池
容量および太陽光パネル容量に応じた評価値を示すものである。図９では、蓄電池容量と
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して複数記載しているが、このステップＳ１０７において表示する評価値特性は、ステッ
プＳ１０１において設定した蓄電池容量に応じた特性のもののみを表示する。
【００６３】
　例えば、図９において蓄電池容量＝１ｋＷhの特性を見ると、太陽光パネル容量が２ｋ
Ｗの場合が、評価値＝１２％程度で最も高くなっている。この場合、図６の電力自給自足
率の特性を参照すると、蓄電池容量＝１ｋＷh、太陽光パネル容量＝２ｋＷの組み合わせ
Ｃ１は、電力自給自足率が２０％程度となる。また、図７の売電率の特性を参照すると、
上記組み合わせＣ１の場合、売電率は２５％程度となる。また、図８の稼働率の特性を参
照すると、上記組み合わせＣ１の場合、稼働率は８０％程度となる。
【００６４】
　一方、図９の蓄電池容量＝５ｋＷhの特性を見ると、太陽光パネル容量が４ｋＷの場合
が、評価値＝２２．５％程度で最も高くなっている。この場合、図６の電力自給自足率の
特性を参照すると、蓄電池容量＝５ｋＷｈ、太陽光パネル容量＝７ｋＷの組み合わせＣ２
は、電力自給自足率が３９％程度となる。また、図７の売電率の特性を参照すると、上記
組み合わせＣ２の場合、売電率は２６％程度となる。また、図８稼働率の特性を参照する
と、上記組み合わせＣ２の場合、稼働率は８０％程度となる。
【００６５】
　また、図９の蓄電池容量＝１１ｋＷｈの特性を見ると、太陽光パネル容量が７ｋＷの場
合が、評価値＝３３％程度で最も高くなっている。この場合、図６の電力自給自足率の特
性を参照すると、蓄電池容量＝１１ｋＷｈ、太陽光パネル容量＝７ｋＷの組み合わせＣ３
は、電力自給自足率が６２％程度となる。また、図７の売電率の特性を参照すると上記組
み合わせＣ３の場合、売電率は３１％程度となる。また、図６の稼働率の特性を参照する
と、上記組み合わせＣ３の場合、稼働率は７７％程度となる。
【００６６】
　そして、評価値の演算後に進むステップＳ１０７では、蓄電池容量および太陽光パネル
容量と評価値との関係を示す評価値特性グラフ（図９参照）を、表示画面ＳＣに表示する
。したがって、現在設置されている太陽光パネル１の容量に最適の蓄電池容量を知ること
ができる。なお、評価値特性のグラフの表示に代えて、最適の蓄電池２の機種を表示する
ようにしてもよい。
【００６７】
　なお、図９に示すように、蓄電池容量と太陽光パネル容量との組み合わせにより、評価
値特性が異なり、また、その際の電力自給自足率、売電率、蓄電池稼働率がそれぞれ異な
るのが分かる。そして、評価値が最も高い値の場合に、蓄電池容量と太陽光パネル容量と
のバランスが最も良好となる。
【００６８】
　（実施の形態１の作用）
  次に、実施の形態１の作用について説明する。
  この作用の説明では、蓄電池２が設置されていない邸のリフォームにおいて、蓄電池２
を新たに設置する際に、住人と、営業担当者との間で、蓄電池２の仕様を決定する打合せ
を例に挙げる。
【００６９】
　なお、前提として、管理サーバ５には、建設済みの複数の住宅Ｈにおける消費電力量、
太陽光パネル１の発電電力量、蓄電池２の充電電力量、放電電力量のデータが、所定の時
間（例えば、１時間、３０分）単位で入力されていれる。また、管理サーバ５では、この
時間毎のデータが記憶されるとともに、これを積算した１日、週、月、年毎のデータも記
憶される。
  さらに、管理サーバ５では、住宅Ｈ毎の仕様に関するデータも予め記憶されている。
【００７０】
　上記の打合せの際に、営業担当者であるパソコンＰＣの操作者は、まず、パソコンＰＣ
に、リフォームを行う邸の所在地に応じた地域区分、住人構成、邸のタイプ、太陽光パネ
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ル１の容量、設置を検討する蓄電池容量および電動車両ＭＶの有無などの邸条件を入力し
た上で、評価値を算出するための作動を開始させる。
【００７１】
　これにより、まず、管理サーバ５に入力された住宅Ｈの中から、評価値の算出対象の邸
と地域区分が共通するとともに、住人構成が共通あるいは近似する住人構成のオール電化
タイプの住宅Ｈを検索し、検索結果を表示する（Ｓ１０２）。なお、本実施の形態１では
、検索対象は、築年数が浅い住宅Ｈに限っている。
【００７２】
　次に、パソコンＰＣの操作者は、検索された住宅Ｈの中から、１年間の総消費電力量お
よび自家消費電力量の中央値あるいはその近傍の住宅Ｈを選択する（Ｓ１０３）。この選
択操作に応じ、パソコンＰＣでは、選択した住宅Ｈの実計測データに基づいて、邸設定条
件の太陽光パネル容量および蓄電池容量に応じた想定される消費電力量、発電電力量、買
電電力量、充放電量のモデルデータを作成する（Ｓ１０４）。
【００７３】
　さらに、パソコンＰＣでは、作成したモデルデータに基づいて、電力自給自足率、売電
率、蓄電池稼働率の演算し（Ｓ１０５）、その後、これらの値に基づいて評価値を演算し
（Ｓ１０６）、その特性図を表示画面ＳＣに表示する（Ｓ１０７）。
  したがって、操作者は、邸において設置されている太陽光パネル１の容量と、邸条件と
して設定した蓄電池容量との評価を知ることができる。さらに、図９に示す評価値特性グ
ラフを表示することにより、入力した太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせに応
じた評価値よりも評価値が高い組み合わせが存在する場合には、その組み合わせを知って
、必要に応じて、蓄電池容量の変更や、太陽光パネル１の増設などを検討することが可能
となる。
【００７４】
　この蓄電池容量の変更や太陽光パネル１の増設について、図１０を参照しつつ説明を加
える。
  図１０は、太陽光パネル容量が３ｋＷｈ、４ｋＷｈ、５ｋＷｈである場合の、評価値特
性グラフを示している。なお、図１０では、横軸を蓄電池容量としている。
【００７５】
　各評価値特性グラフでは、蓄電池２が無い場合は、蓄電池２の稼働率＝０％であるため
、評価値＝０である。
  ここで、各評価値特性について検討すると、まず、太陽光パネル容量３ｋＷｈは、蓄電
池容量が６ｋＷｈ付近で評価値が最大（２２％程度）となる。したがって、太陽光パネル
容量３ｋＷｈの場合は、蓄電池容量を６ｋＷｈとすると最もバランスの良い組み合わせと
なる。例えば、邸における既存の太陽光パネル１の容量が３ｋＷの場合、蓄電池容量を６
ｋＷとするのが望ましい。
【００７６】
　この場合、電力自給自足率が３６％程度、蓄電池２の稼働率が６３％程度、売電率が９
％程度となる。
  なお、評価値特性を見ると分かるように、蓄電池容量をこれよりも大きくすると、稼働
率が上昇し（図８参照）、太陽光パネル容量を高くすると売電率が上昇する（図７参照）
。
【００７７】
　次に、試しに太陽光パネル容量を増設し、太陽光パネル容量＝４ｋＷｈとした場合を検
討する。この場合、蓄電池容量が９ｋＷｈ付近で評価値が最大（２７％程度）となる。し
たがって、太陽光パネル容量４ｋＷｈの場合は、蓄電池容量を９ｋＷｈとすると最もバラ
ンスの良い組み合わせとなる。
【００７８】
　この場合、電力自給自足率が４６％程度、蓄電池２の稼働率が６５％程度、売電率が１
０％程度となる。
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  なお、評価値特性を見ると分かるように、蓄電池容量のみをこれよりも大きくすると、
稼働率が上昇し（図８参照）、太陽光パネル容量を高くすると売電率が上昇する（図７参
照）。
【００７９】
　次に、太陽光パネル容量５ｋＷｈの場合は、蓄電池容量が１０ｋＷｈ付近で評価値が最
大（３２％程度）となる。したがって、太陽光パネル容量５ｋＷｈの場合は、蓄電池容量
を１０ｋＷｈとすると最もバランスの良い組み合わせとなる。
【００８０】
　この場合、電力自給自足率が５４％程度、蓄電池２の稼働率が７０％程度、売電率が１
７％程度となる。
  なお、評価値特性を見ると分かるように、蓄電池容量をこれよりも大きくすると、稼働
率が上昇し（図８参照）、太陽光パネル容量を高くすると売電率が上昇する（図７参照）
。
【００８１】
　以上のように、太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせに対する評価値特性のグ
ラフをパソコンＰＣの表示画面ＳＣに表示することにより、パソコンＰＣの操作を行う営
業職およびリフォームの依頼者は、これらを参照しつつ、最適の仕様を決定することがで
きる。
【００８２】
　また、上記のように最適の組み合わせの蓄電池容量を表示するのに合わせて、蓄電池容
量を有する複数種類の蓄電池２（商品および値段）も、同時に表示するようにすることで
、ユーザのリフォームの際の仕様決定が、より容易となる。
【００８３】
　以下に、モデルデータについて説明を追加する。
  まず、１年間の総消費電力量、総発電電力量、総買電電力量の計測にあたり、住宅コン
トロールユニット１８では、所定時間毎（例えば、１時間や３０分）に各値を計測し、蓄
積する。そして、管理サーバ５では、これを、所定時間毎（例えば、１日毎）に読み込ん
で、蓄積する。例えば、消費電力量は、平日と平日以外の休日などとでは、その消費パタ
ーンが異なる場合が多い。よって、モデルデータを作成する場合も、測定データにおける
平日のパターンと、平日以外のパターンとに応じて、そのパターンに応じたモデルデータ
を演算する。そして、１日毎のモデルデータを１週間分蓄積して、１週間の消費電力量、
発電電力量、買電電力量、放電量のモデルデータを作成する。そして、これを積算した１
か月の消費電力量、発電電力量、買電電力量のモデルデータを作成し、さらに、年間の総
消費電力量、総発電電力量、総買電電力量のモデルデータを作成する。
  したがって、このように実計測データに基づいた高精度のモデルデータを作成でき、こ
れに基づいて演算する電力自給自足率、蓄電池稼働率、売電率、評価値も高精度で求める
ことができる。
【００８４】
　上記の消費電力、発電電力、買電電力のモデルデータおよび電力自給自足率の演算結果
の例を、図１１に示す。
  図１１は、演算した太陽光発電量と消費電力量とを示しており、４月～１０月は、太陽
光発電量が消費電力量を上回る時間帯が多いが、１２月～２月の冬場は、消費電力量が太
陽光発電量を上回ることが多いのが分かる。
  このように詳細なモデルデータを作成するため、これに基づいて演算する電力自給自足
率、蓄電池稼働率、売電率、評価値も、精度の高い値となる。
【００８５】
　（実施の形態１の効果）
  以下に、本開示の実施の形態１の効果を列挙する。
  １）実施の形態１の発電システム評価方法は、
建物の消費電力量に対する太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせの最適度を評価
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する発電システム評価方法であって、
評価対象の邸における太陽光パネル容量および蓄電池容量の容量条件を入力する容量条件
入力ステップ（Ｓ１０１）と、
評価対象の邸において想定される消費電力量、充放電量、売電電力量、発電電力量である
モデルデータを作成し入力する電力条件入力ステップ（Ｓ１０４）と、
入力された各条件に基づいて、モデルデータの消費電力量に占める買電電力量以外の電力
量の割合である電力自給自足率と、モデルデータの発電電力量に占める売電電力量の割合
である売電率と、蓄電池容量に占める放電量のモデルデータの割合である稼働率と、を求
め（Ｓ１０５）、さらに、電力自給自足率と、売電率と、稼働率とに基づいて最適度の評
価値を求める評価値演算ステップ（Ｓ１０６）と、を備える。
  したがって、太陽光パネル容量と蓄電池容量との最適の組み合わせを知ることができる
。  すなわち、太陽光パネル容量および蓄電池容量は、やみくもに大きくすればよいもの
ではなく、自給自足を高い割合で達成しつつ、太陽光パネル１において、無駄な発電を行
わず、蓄電池２を無駄なく活用することが望ましい。上記の評価値に基づいて、高自給自
足率、効率的な発電、蓄電池２の高い稼働率との最適バランスが得られる太陽光パネル容
量と蓄電池容量との組み合わせを知ることができる。
【００８６】
　２）実施の形態１の発電システム評価方法は、
評価値は、電力自給自足率および稼働率に比例し、売電率に反比例する値として求める。
  したがって、高自給自足率、効率的な発電、蓄電池２の高い稼働率との最適バランスが
得られる太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせを、より確実に知ることができる
。
【００８７】
　３）実施の形態１の発電システム評価方法は、
評価値は、電力自給自足率×前記稼働率×（１－前記売電率）の演算により求める。
  したがって、高自給自足率、効率的な発電、蓄電池２の高い稼働率との最適バランスが
得られる太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせを、さらに確実に知ることができ
る。
【００８８】
　４）実施の形態１の発電システム評価方法は、
電力自給自足率は、自家消費電力量に前記想定放電量を加算した値を、想定消費電力量で
除算して求める。
  したがって、電力自給自足率を高精度で演算することができる。
【００８９】
　５）実施の形態１の発電システム評価方法は、
電力条件入力ステップ（Ｓ１０４）は、
既存の複数の住宅Ｈのそれぞれの、太陽光パネル１の出力能力、蓄電池２の有無およびそ
の容量を含む建物仕様のデータと、各住宅Ｈの地域データと、各住宅Ｈの住人構成データ
と、各住宅Ｈの所定期間に測定した電力データと、を各住宅Ｈに関連付けして管理サーバ
５のデータベースに入力するデータ入力ステップと、
管理サーバ５のデータベースに入力されたデータから、評価対象となる邸の所在地および
住人構成に応じた複数の住宅Ｈの電力データを含む試算用のデータを抽出する抽出ステッ
プと、
抽出された試算用の電力データに基づいて、評価対象の邸の仕様に応じた所定期間の消費
電力量、発電電力量、買電電力量、充放電量を求め、これら所定期間の消費電力量、発電
電力量、買電電力量、充放電量と、容量条件とに基づいて消費電力量、発電電力量、買電
電力量、充放電量のモデルデータを求めるステップと、を備える。
  したがって、モデルデータを、試算対象の邸と同地域、同住人構成の住宅Ｈの実際に計
測した電力データに基づいて作成するため、より高精度で、評価値を演算することが可能
となる。
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【００９０】
　６）実施の形態１の発電システム評価方法は、
データ入力ステップでは、電力データは、所定時間毎に測定した所定時間データと、これ
を所定期間のデータとして蓄積した所定期間データとを前記データベースに入力する。
  このように、細かな単位の電力データを蓄積して、所定期間の電力データ（所定期間デ
ータ）とするため、高精度のモデルデータを作成することができる。さらに、この高精度
のモデルデータに基づいて、高精度の評価値の演算が可能である。
【００９１】
　７）実施の形態１の発電システム評価方法は、
抽出ステップでは、試算対象となる邸と、所在する地域分類、住人構成に応じて抽出した
建物の中から、総消費電力量の中央値に基づいて選択した住宅Ｈの各電力データを抽出す
る。
  すなわち、消費電力量などの電力データは、住宅Ｈによりばらつきが大きく、また、複
数の住宅Ｈにおいて同一値となることも少ない。このため、例えば、平均値の住宅Ｈのデ
ータは、最大値や最小値の住宅Ｈの電力データの影響を受けやすく精度低下を招くおそれ
があり、また、最頻値も得られにくい。そこで、消費電力の中央値の住宅Ｈを選択するこ
とで、最も標準的な電力消費を行っている住宅Ｈのデータを抽出することが可能となり、
これにより、精度の高いモデルデータを得ることが可能となる。
  さらに、中央値のみに限定しないことにより、総消費電力量が中央値の住宅Ｈにおける
他のデータに瑕疵がある場合に、これを排除することが可能となり、これよっても電力自
給自足率の精度を高めることが可能となる。
【００９２】
　８）実施の形態１の発電システム評価方法は、
容量条件入力ステップでは、蓄電池容量として、電動車両の蓄電池容量が含まれる。
  したがって、電動車両ＭＶを保有している場合の、試算精度がさらに高くなる。
【００９３】
　９）実施の形態１の発電システム評価装置は、
入力部と、演算部と、表示画面ＳＣを備えたパソコンＰＣを有し、建物の消費電力量に対
する太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせの最適度を評価し表示する発電システ
ム評価装置であって、
パソコンＰＣの演算部は、
入力部から入力された評価対象の邸における太陽光パネル容量および蓄電池容量の容量条
件と、評価対象の邸の想定される消費電力量、充放電量、売電電力量、発電電力量のモデ
ルデータと、に基づいて、モデルデータの消費電力量に占める買電電力量以外の電力量の
割合である電力自給自足率と、モデルデータの発電電力量に占める売電電力量の割合であ
る売電率と、蓄電池容量に占める放電量のモデルデータの割合である稼働率と、を求め、
さらに、電力自給自足率と、売電率と、稼働率とに基づいて最適度を評価する評価値を求
め、求めた評価値に基づいて、太陽光パネル容量と蓄電池容量との組み合わせの最適度を
表示する。
  したがって、太陽光パネル容量と蓄電池容量との最適の組み合わせを知ることができる
。
  すなわち、太陽光パネル容量および蓄電池容量は、やみくもに大きくすればよいもので
はなく、自給自足を高い割合で達成しつつ、太陽光パネル１において、無駄な発電を行わ
ず、蓄電池２を無駄なく活用することが望ましい。上記の評価値に基づいて、高自給自足
率、効率的な発電、蓄電池２の高い稼働率との最適バランスが得られる太陽光パネル容量
と蓄電池容量との組み合わせを知ることができる。
【００９４】
　以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この
実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含まれる
。
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　例えば、実施の形態では、本発明を適用する建物として住宅を例に挙げたが、住宅以外
の建物に適用することも可能である。
  また、実施の形態では、リフォームで、蓄電池を新設する場合を例に挙げたが、本開示
の発電システム評価方法は、リフォームに限らず、新築の邸において、設計段階で、蓄電
池容量および太陽光パネル容量を決める際に使用することも可能である。
  また、実施の形態では、試算対象の邸のタイプとして、オール電化住宅を例示したが、
試算対象としては、このオール電化住宅に限定されるものではない。なお、このオール電
化住宅以外のタイプの住宅（邸）において評価を行う場合には、評価対象の邸と同様のタ
イプの住宅を検索し、そのデータをダウンロードするのが好ましい。
  さらに、実施の形態では、評価対象の邸（建物）の想定した消費電力量、発電電力量、
充放電量（モデルデータ）として、管理データに入力されている住宅の実計測データを用
いた例を示したが、これに限定されるものではない。例えば、このような実測データに基
づいて、地域、家族構成、床面積などに応じて、予め、モデルデータを作成し、パソコン
などに入力しておいてもよい。
  また、実施の形態では、想定した消費電力量、発電電力量、充放電量からモデルデータ
を作成するのにあたっての、試算対象の住宅（建物）の所在地の情報として、平成２５年
の省エネルギ基準による地域区分を用いた例を示したが、これに限定されず、都道府県名
や市町村名などを用いてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１     太陽光パネル（太陽光発電装置）
２     蓄電池
４     計測装置
５     管理サーバ
Ｅ     商用電源
Ｈ，Ｈ１，・・・，ＨＸ      住宅（建物）
ＭＶ   電動車両
Ｎ     通信ネットワーク
ＰＣ   パソコン（発電システム評価装置）
ＳＣ   表示画面
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